
個人向け国債    商品概要説明書

（２０１６年１月１日現在適用中）

 １． 商 品 名

 ２． 販売対象       

 ３． 期    間

 ４． 金　　利

 ５． 購入単位  

 ６． 発行価格

 ７． 保有形態

 ８．　受取利子に
　　　 対する課税

 1０． 保護預り・
　　　　口座管理手数料

 １１． 個人向け国債発行

  １２．当社の苦情処理
        措置　ならびに
　　　  紛争解決措置

 １３． その他

利子計算期間開始時の前
月の１０年固定利付国債の
入札（初回の利子について
は募集期間の開始時の直
前に行なわれた入札）にお
ける平均落札利回りに０．６
６％を乗じた金利となります

 
 ９． 中途換金

　※購入時に初回利子調整額をお支払いいただいたときで、一定期間内に換金する
　　 ときには上記の中途換金調整額が異なることがあります

  【中途換金価格】
  　常時１００円（額面価格）

 ・ １万円以上１万円単位

 ・ ２０％（国税１５％、地方税５％）の申告分離課税が適用されます。
    ただし２０１３年 １月１日から２０３７年１２月３１日までは、復興特別所得税が
    付加され、所得税ならびに復興所得税１５．３１５％が適用されます。
　  ※マル優・マル特は店頭でのお申込みのときのみご利用いただけます
　  　 （テレフォンバンキングでのお申込みはできません）

 ・ １００円（額面金額）

 ・ 口座管理形態のみとなっております

 ・ 本商品購入には、予め債券口座が必要となります

 ・ 一般社団法人全国銀行協会 または 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん
　 相談センターを利用
　　  一般社団法人全国銀行協会連絡先　全国銀行協会相談室
　　　　　　 電話番号　０５７０-０１７１０９　または　０３-５２５２-３７７２
　 　 証券・金融商品あっせん相談センター連絡先
　　　　　　 電話番号　０１２０-６４-５００５

 ・ 手数料は現在はかかりません

 ・ 個人向け国債は発行から１年経過後、中途換金が可能です
　  ※本人死亡または災害救助法の適用対象となる大規模な自然災害により被害を受け
　　　 たときは、上記の期間にかかわらず換金が可能です

  【中途換金調整額】
  　「額面金額＋経過利子」より中途換金調整額として『直近２回分の各税引前利子相当
　　額に０．７９６８５を乗じた額』が控除されます

 ・ 毎月発行（年１２回）です
   ※ただし募集は発行月の前月となります

 ・ 個人向け国債

 ・ 個人のみ

募集期間開始日の２営業日
前（１０年固定利付国債入札
日）において、市場実勢利回
りを基に計算した期間３年の
固定利付国債の想定利回り
から０．０３％を控除した金利
となります

 ・ ５年満期

 ・ 固定金利

募集期間開始日の２営業日
前（１０年固定利付国債入札
日）において、市場実勢利回
りを基に計算した期間５年の
固定利付国債の想定利回り
から０．０５％を控除した金利
となります

 ・ ３年満期

 ・ 固定金利

 ・ １０年満期

 ・ 変動金利
（６ヶ月毎に見直されます）
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